
１ 家賃の補助
①支給要件（基本要件）
離職等又はやむを得ない休業等により社会的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失
の恐れのある者

②支給要件
離職・廃業後２年以内の者
自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃業と同程度の状態にある者
離職等の日において主たる生計維持者であったこと。
世帯収入合計額が収入基準額以下であり、保有する金融資産が基準以下である者
真摯に求職活動又は自立に向けた活動を行う者 等

【収入基準額等】香川県内の高松市以外の市町の基準
※収入基準額
→概ね居宅基準での
生活扶助費＋住宅扶助費

※金融資産→預貯金等の合計額
→概ね居宅基準での
生活扶助費の６倍

住宅確保給付金について

金融資産
※

収入基準額
(月額)※

家賃額
(月額)

基準額
(月額)

世帯
人数

51.6万円11.8万円3.2万円8.6万円１人
74.4万円16.2万円3.8万円12.4万円２人
88.2万円18.9万円4.2万円14.7万円３人
100万円21.7万円4.2万円17.5万円４人
100万円25.1万円4.2万円20.9万円５人

制度詳細は、生活困窮や自立支援制度に係る
自治体事務マニュアルのとおり



③支給額
ⅰ）月の世帯の収入額が②の「基準額」以下の場合

支給額（上限は、②の「家賃額」。）＝実家賃額
ⅱ）月の世帯の収入額が②の「基準額」を超える場合

支給額（上限は、②の「家賃額」。）
＝「基準額」＋実家賃額－月の世帯の収入額

④支給期間
３か月（一定要件満たす場合、申請により、９か月まで延⾧可）

【参考】収入基準額等:高松市の基準
※収入基準額
→概ね居宅基準での
生活扶助費＋住宅扶助費

※金融資産→預貯金等の合計額
→概ね居宅基準での
生活扶助費の６倍

金融資産
※

収入基準額
(月額)※

家賃額
(月額)

基準額
(月額)

世帯
人数

53.4万円12.6万円3.7万円8.9万円１人
78.6万円17.5万円4.4万円13.1万円２人
94.2万円20.5万円4.8万円15.7万円３人
100万円24.2万円4.8万円19.4万円４人
100万円28万円4.8万円23.2万円５人

住宅確保給付金について 制度詳細は、生活困窮や自立支援制度に係る
自治体事務マニュアルのとおり



２ 転居費用の補助
①支給要件（基本要件）
申請者と同一世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一世帯に属
する者の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居
を喪失した者又はその恐れのある者

②支給要件
申請日の属する月で、世帯収入が著しく減少した月から２年以内の者
申請日の属する月で、主たる生計維持者である者
世帯収入合計額が収入基準額以下であり、保有する金融資産が基準以下である者
（要件は、「１ 家賃の補助」と同じ）
家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められる者 等

③対象経費
支給対象とならない経費支給対象となる経費
敷金
契約時に払う家賃（前家賃）
家財や設備（風呂釜、エアコン等）の購入
費

転居先への家財の運搬費用
転居先への住宅に係る初期費用（礼金、仲
介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料）
ハウスクリーニングなどの現状回復費用
鍵交換費用

住宅確保給付金について 制度詳細は、生活困窮や自立支援制度に係る
自治体事務マニュアルのとおり



④支給額
申請者が実際に転居に要する費用のうち、「③対象経費」となる経費を支給
ただし、支給額は転居先の住所が所在する市町村ごとに設定された金額が上限
【例:転居先が香川県内の場合（上限額）】

転居先が高松市以外転居先が高松市世帯人数
9.6万円11.1万円１人
11.4万円13.2万円２人
12.6万円14.4万円３～５人

住宅確保給付金について 制度詳細は、生活困窮や自立支援制度に係る
自治体事務マニュアルのとおり


